
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 返送期限 令和５年 10月 31日（必着） 

 

⚫ 同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、原則、

担当窓口での受付は行っておりません。 

⚫ 期限までに提出がない場合は、給付金受給を辞退したものとみなし、給付金は支給されません。 

・ 受取口座の内容に間

違いがないか、ご確認く

ださい。 

 

・ この欄が「空欄」の場

合、裏面の受取口座欄

に、振込先を記入してく

ださい。 

 

・ 記載されている口座

を「解約」している場合

は、裏面の受取口座欄

に、振込先を記入してく

ださい。 

・ □にチェック（✔）が

ある場合に限り、給付金

が受け取れます。チェッ

ク漏れにご注意くださ

い。 

・ 給付金を受け取らな

い 「辞退」する場合は

「×」印を記入してくだ

さい。 

・ 記入漏れがあると受

給できません。記入漏れ

にご注意ください。 

また、連絡の取りやす

い連絡先を必ずご記入

ください。 

 
記入例（表面） 

支給要件確認書 
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山田 太郎 000-0000-0000 

【注意事項】これまで実施してきた給付金事業では、「世帯全員が課税者から扶養を受けている世

帯」を支給対象外としてきましたが、今回の給付金については支給対象となりました。 
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 詳細は、糸満市ホームページ

（←ＱＲコード）から、ご確認く

ださい。給付金振込の予定日

等は、ホームページから、ご確

認できます。 

 

（ご注意ください！）   

・ 口座名義のフリガナ

は、必ず通帳に記載さ

れているフリガナと一

致しているかどうか確

認してください。不一致

だと振り込みができま

せん。 

（よくある間違い） 

・タマシロとタマキ 

・アラカキとシンガキ 

・ 表面に記載されてい

る口座を「解約している

場合」か、口座欄が「空

欄」になっている場合に

のみ、ご記入ください。 

 

・ 世帯主（申請者）名義

の口座情報をご記入く

ださい。 

⚫ 代理受給が可能な方 

１．同一世帯 ： 基準日（令和 5年 5月 1日）時点での、支給対象者の属

する世帯の世帯構成者 

２．法定代理人 ： 親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審

判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人 

 

 

印 

  
記入例（裏面）

支給要件確認書 

窓口でのご相談は「予約制」です 

 ⚫ 糸満市臨時特別給付金担当窓口について 糸満市臨時特別給付金 

コールセンター 

 ☎ 0120-824-288 

 8：30～17：00 ※土日祝、12/29～1/3を除く 

 

・ 金融機関で口座が作

れない等、どうしても口

座による受け取りが出

来ない方は、糸満市臨

時特別給付金コールセ

ンターまでお問い合わ

せください。 

糸満市役所１階ロビーに担当窓口を設置してい

ます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、窓

口でのご相談は予約制となっています。ご予約

は、右記のコールセンターまでご連絡ください。 

 

●● ●● 
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